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定款の一部変更に関するお知らせ 

当社は、平成 24 年２月６日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 24 年３月 29 日開催予定

の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１． 定款変更の目的 
 本日平成 24 年２月６日付けにて締結の当社とユニチカ株式会社との株式交換契約（以下「本株式交換契約」

といいます。）に基づく株式交換の実施により、その効力発生日である平成 24 年５月１日以降の当社株主は完全

親会社となるユニチカ株式会社のみとなる見込みです。この結果、多数の株主の存在を前提とする定時株主総会

の議決権の基準日を予め定款に定めておく必要性が失われることから、現行定款第 13 条を削除するとともに、

現行定款第 14 条以下の条数の繰上げを行うものであります。 
 なお、本定款変更は、当社臨時株主総会において、本株式交換契約が承認可決されることを条件として、平成

24 年３月 29 日に効力を生じるものといたします。 
 
２．定款変更の内容 
 現行定款と変更案の内容は次のとおりであります。 

（下線部分は、変更箇所を示しております。） 
現行定款 変更案 

（定時株主総会の基準日） 

第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準

日は、毎年３月３１日とする。 

 
＜削除＞ 

第 14 条 

 ～    ＜条文省略＞ 

第 36 条 

第13条 

 ～     ＜現行どおり＞ 

第35条 
 
３． 日程 
定款の一部変更のための臨時株主総会開催日 平成 24 年３月 29 日（木曜日） （予定） 

定款の一部変更の効力発生日 平成 24 年３月 29 日（木曜日） （予定） 

 
以  上 


